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ThepurposeofthisstudyistodoaresearchstudyonthecardiopulmonaryrestlSCitaL  

tion（CPR）educationin72universities（departmentsofphysicaleducationandeducation）．  

Mostoftheuniversities（91％）haveadoptedtheCPReducationasapartofthecoursesin  

SpOrtSmedicine，SWimmingandschoolhealth．AIso，mOStOftheuniversitieshaveconsidered  

thattheCPReducationisnecessarynotonlyforthestudentsofthedepartmentsofphysical  

educationandeducationbutalsothoseoftheotherdepartments．However，eaChuniversity  

has managed the CPR rourse in various ways 

So，WeSuggeStthatasuccessfulCPReducationisachievedbyalecturewithapractical  

trainingandthatwrittenexaminationisnotsufficientfortheCPReducation，  

TheCPReducationlearnedintheうuniorandseniorhighschooIs血ouldbecontinued  

uptotheuniverslty．  

Asaresult，doingthesewouldcontributetotheriseofthesuccessrateofreslユSCitation．  

ると認識されている4〉11）13）。   

よって，一般市民が救急隊や医師に傷病者  

を手渡すまでの救命手当て（第1次救命処置）  

は非常に重要であり，蘇生率を向上させるた  

めには一般市民に対する心肺蘇生法教育の普  
及が注目されている4）5）14）15）   

諸外国における一般市民への心肺蘇生法教  
育は非常に積極的に行われており，特にアメ  

リカにおいては，全人口の1／3が赤十字社や  

アメリカ心臓学会（AHA：AmericanHeart  

Association）が主催する講習会を受講してお  

り5），学校教育では，中・高等学校の保健授業   

1．目  的  

救急の現場において傷病者に遭遇する第一  

発見者が一般市民である確率は非常に高く，  

医師や救急隊が到着するまでに，適切な処置  

が施されているか否かによって，医療機関搬  

送後における傷病者の予後が大きく左右され  
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本研究では，この心肺蘇生法教育が体育・  

教育系大学において，どのような方法によっ  

て行われているかを謂査すると共に，大学数  

育においてどのように行われていくべきか考  

察するものとする。   

2．方  法   

1）対  象   

全国の国公立及び私立大学の体育系・教育  
学部を有する大学72校において，心肺蘇生法  

教育授業を担当する教貞に質問紙を郵送し，  

そのうち53大学（回答率73．6％）から回答を  

得ることができた。このうち3大学に関して  

は，校舎の違いによりそれぞれ2校分の回答が  

あった。よって総数56校分の回答を有効とし  

た。  

2）期  間  

1998年5月1日から6月30日とした。  

3）質問項目   

質問項目に関しては以下に示す9項目の質  

問を行った。（表－1）  

1）心肺蘇生法に関する授業を行っているか。  

2）心肺蘇生法の授業を行っている理由。  

3）授業名称。  

4）授業時間。  

5）授業内容。  

6）学生への評価方法。  

7）単位修得とあわせて資格発行を行ってい  

るか，またその団体名称。  

8）その団体を選択した理由。  

9）誰がその授業を担当しているか。  

10）体育に限らず教員養成に心肺蘇生法教育  

は必要であるか。  

11）心肺蘇生法を行っていない理由。  

12）将来，心肺蘇生法の授業を行う予定であ  

るか。  

で取り扱うことが法律的に義務付けられてい  

る。またドイツでは，各割こ先がけて運転免  

許取得時に心肺蘇生法教育を義務づけている  
との報告がある11）。   

このように諸外国における心肺蘇生法教育  

は，学校数青ばかりではなく一般市民に対し  

ても普及されていることが理解できる。   

一方，我が国においても関係諸団体の努力  

により，地域社会において一般市民に対する  

心肺蘇生法の啓蒙活動4）14）が盛んになり，航空  

会社の客室乗務員や百貨店スタッフ等も，心  

肺蘇生法講習会を受講するようになった。   

また，平成6年度より心肺蘇生法教育が，  

自動車教習所において免許取得時の教習カリ  
キュラムの一部として取り組まれ，さらに同  

年文部省の学習指導要額に準じて，安全教育  

の再検討がなされ，中・高等学校の保健体育  

科における教育内容として編成された15）。   

学校教育において正規授業や学校行事を含  
めた，学校管理下における生徒児童が被る傷  

害の多くは，体育ま受禁中や課外活動中に発生  

しているとの報告がある3）。従って，体育教師  

はもちろん，課外活動に携わる他の教科の関  

係者においても，事故発生時に対する応急手  

当てや心肺蘇生法の方法を学ぶ機会を軽視す  
ることなく，また同時に安全管理責任に対し  

て充分に配慮する必要がある。   

このような現状の中で，文部省】5jでは昭和61  

年より小・中・高等学校の全教科の教員を対  
象に心肺蘇生法の研修事業を行っており，大  

学教育においては，保健体育教貞養成課程に  

準じて，心肺蘇生法や応急手当てに関するカ  

リキュラムが編成されている。   

よって，将来教員を目指す学生は，学科を  

問わず大学在学中に，何らかの機会を通じて  

心肺蘇生法教育を受けることが望ましいと思  

われる。特に体育系の教員を目指す学生は，  

心肺蘇生法を行わなくてはならない場面にお  

いて，迅速な対応と的確な手当てを身に付け  

る必要度が高い。  
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学は3校で，予定のない大学は2校であった。  

2）授業時間及びその内容（図－2）（図－3）   

体育系・教育学部系大学で行われる心肺蘇  

生法教育の授業時間は，「半期」（42％）又は  

「集中授業」（29％）という，比較的短期間で  

行う場合が多く目立ち，通年授業として行っ  

ている大学は7％のみであった。このうち心肺  

蘇生法のみを行う授業は少なく，代表的な授  

業として「救急処置」，「水泳」，「学校保健」，  

等の授業の一部として取り扱われたり，これ  

ら複数の授業において行われる場合があった。   

また，その授業方法については（図－3）  

「実技及び講義」（81％）が最も多く，次いで  

「講義のみ」（11％），「実技のみ」（4％）と  

いう回答であった。  

3．結  果   

1）大学授業における心肺蘇生法授業の取り   

扱い状況（図一1）   

体育系・教育学部を有する大学において心  

肺蘇生法の授業を行っている大学は，全体の  

91％であり，その代表的な理由は，「スポーツ  

に関わる者（指導者も含む）として最低限の  

知識として必要である」，「学生の卒業後の進  

路を考慮した資格取得への対応や，教員免状  

取得に必要である」，「国民・市民の教養及び  

資質として必要な内容と考える」であった。  

一方「いいえ」と回答された大学は，全体の  

9％であり，その理由について「指導者がい  

ない」，「教育器材が不足している」また「現  

在は行っていないが，将来的に取り扱うこと  

を検討中」という回答を得た。さらに，この  

うち将来的に心肺蘇生法教育を行う予定の大  

いいえ 9％（n＝5）  

はい 91％（n＝51）   

図」 心肺蘇生法に関する授業の取り扱い  

その他 9％（n＝5）  

集中 29％（n＝16）  

図－2 授業に費やす時間  
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その他 29ら（n＝1）  

実技のみ 49ち（nご2） 無回答 5％（n＝3）  

実技及び講義 81％（n＝44）  

学科テストのみ  
29％（n＝16）  

図一4  

3）学生の評価に関する試験の方法（図一4）   

学生の評価に関して何らかの方法による試  
験によって評価を行っている大学は，全体の  

75％で，そのうち「実技及び学科テスト」を  

行う大学は，全体の35％で以下「学科のみ」  

（29％），「実技のみ」（11％）であった。一方  

「いいえ」と回答した大学は，全体の20％で  

あった。  

学生への評価方法  

4）資格発行について（図－5）  

心肺蘇生法の授業に伴い，何れかの団体が  

認定する資格を発行している大学は全体の27  

％であり，「いいえ」と回答した大学は全体の  

71％であった。このうち，日本赤十字社の資  

格を発行している大学が6校で最も多く，そ  

の団体を選択した理由として，「社会的実績と  

信頼があり，指導者も得られる」。また「自動  

車教習所学校の教習内容一部免除等に利用で  

無回答 2％（n＝1）  

いいえ 71％（n＝40）   

図－5 単位認定と併せて資格発行を行っているか  
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きる」などという理由が挙げらた。その他に，  

日本ライフセービング協会，体力づくり事業  

財団などが発行する資格を認定する大学もあ  

った。  

5）授業の担当者について（図一6）   

心肺蘇生法の授業を担当している者は，「体  

育教員」が全体の45％で，次に「医師」が23  

％であった。  

6）心肺蘇生法の必要性に関して（図－7）   

心肺蘇生法の教育が，教員養成に関わらず，  

大学授業で「必要」と回答した大学は全体の  
89％であり，「わからない」が9％，「いいえ」  

が2％であった。   

4．考  察  

今回のアンケート調査は，全国の体育・教  

育系大学を対象にアンケートを行ったもので  

その他  
9％（n＝2）  

あるが，回答を得たうち，91％の大学が心肺  

蘇生法に関する授業を開講していることが明  

らかになった。その理由は，「資格や教員免状  

のための単位取得やスポーツに関わる者とし  
ての必要性を重視する」という回答が多数得  

られた一方，少数ではあるが「大学生として  

ではなく，山般市民における教養・教育の一  

環として必要である」という回答も挙げられ  
た。このことは，大学授業としての単位取得  

という範囲にとらわれず，広義な意味におい  

て心肺蘇生法の意義と必要性について理解き  

れていることであり，このような回答を得ら  

れたことは，将来我が国の心肺蘇生法教育の  

普及に多大に貢献するものと期待できる。  

授業時間やその内容につt）ての回答の結果，  

半期や集中授業で取り扱う大学が多く，通年  

授業として行っている大学はわずか4校のみ  

であった。理由ヒして，心肺蘇生法だけの授  

業を行うのではなく，応急処置，水泳，学校  

無回答  
2％（n＝2）  

体育教員 45％（n＝ぴ）  

医師 239ら（n＝23）   

図－6 授業担当者（複数回答を含む）  

いいえ  
2％（n＝1）  

わからない  
9％（n＝5）  

はい 89％（n＝50）  

図－7 心肺蘇生法教育の必要性  
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保健といった授業に関する内容の一部として  

行う場合が挙げられた。これに関して，日本  

赤十字社が行っている救急法救急員講習会で  
は，止血法や運搬法などの内容を含めた全体  

の講習時間を18時間としており，このうち心  

肺蘇生法に関して学科20分，実技160分を目安  

としている。よって赤十字社を参考に授業時  

間配分を考慮するならば，さほど多くの時間  

を必要とせずに心肺蘇生法の授業を行えるこ  

とが可能であり，このため関連授業の一部と  

して取り扱われるのではないかと推察される。   

また，授業内容に関しては，実技と講義の  

両方を行う大学が78％を占めた一方，「講義の  

み」の授業を行うと回答した大学が11％であ  

った。さらに，評価に関しても29％の大学が  

「学科テストのみ」であり，「評価をおこなっ  

ていない」大学は20％であることが明らかに  

なった。   

石田▲や瀧ら14）は，大学生や一般市民を対象  

に行った心肺蘇生法教育の中で，スライドや  

テキストを用いた理論に関する説明と，実際  

に練習用マネキンを使用した実技練習を繰り  
返すことによって，学習効果に大きな成果が  

得られると報告している。また，実際にいく  

つかの緊急場面を想定し，それに対して的確  

に対処するシュミレーション授業は，学生自  

身が相互に客観的評価を行うことができ，高  

い学習効果が得られるという報告】β）もあり，さ  

らに日本医師会9）においても同様に，実技に重  

点をおいたカリキュラムが望ましいとしてい  

る。よって講義のみの授業や学科テストのみ  

の評価，あるいは授業の学習効果を確認しな  

いことは，学生が心肺蘇生法を充分に理解し  

たとは言い難く，結果として不十分なもので  

あると思われる。授業終了後に学生が，単に  

「教わったことがある」といった程度の意識  
であったならば，仮に自らが行うスポーツ活  

動中やスポーツ指導者，又は教師として何ら  

かのスポーツに携わった際に，心肺蘇生法が  

必要とされた状況において，正確で有効な手  

技を行うことは期待できないと考えられるか  

らである。   

単位認定と同時に資格発行を行っている大  

学は全体の29％であった。このうち指導内容  

の充実度や社会的認知度が高いこと，或いは  

各都道府県支部に所属するボランティア指導  
員の協力が得られ，授業を開講することが可  

能になるという理由によって，日本赤十字社  

が発行する資格が多数挙げられた。最近では，  

日本体育協会による公認アスレチックトレー  

ナー資格や自動車運転免許などを取得する際  
に，講習課程内容の一部として心肺蘇生法の  

内容が含まれており，日本赤十字社が発行す  

る資格を取得していることによって講習内容  
が一都免除の対象になる。また，この資格は  

3年毎に更新講習を受講しなければならず，  

学生が資格の有効性を維持するためには，在  

学中か卒業後においても再度，更新講習会を  

受講しなければならない。よって，授業と関  

連して資格発行を行う授業方法は，学生の資  

格取得の際の時間短縮というメリットや，心  

肺蘇生法の知識や技術を維持するための動機  
づけにつながるものと思われる。   

心肺蘇生法の授業担当者は，体育に関する  

大学数鼻が多く，医学部と連携して，医師が  

担当するという回答もあった。上山ら17）は，→  

般市民に対する心肺蘇生法の教育，普及は麻  

酔科医が主体となることが望ましいという意  
見を述べている。しかしながら，医学部が設  

置されていない大学では，体育に関連した授  

業を麻酔科医が担当することは不可能であり，  

実際に体育教員が授業を行っているという現  

状を考慮すると，医師や何れかの関係団体の  

指導のもと，正しい知識と技術を学生に教授  

することは可能であると思われる。ただし，  

医学専門用語などの表現方法6）は，指導者や学  

生の理解に支障を来たし，統叫された指導法  

指針8）に基づいた棲準的な手技で行われること  

が望ましいとされている。   

一方，心肺蘇生法の授業を行っていない大  
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学には，「指導する者がいない」，「教育器材が  

不足している」などという回答があった。一  

般には心肺蘇生法の教育を行うにあたって指  

導者に対する標準的な受講者数は1：10以下  

が望ましく，練習用マネキンの必要数は受講  

者数に対して1二 5の割合が望ましいとされ  

ている10）。つまり，充分な授業を行うには，教  

育器材の充実やスタッフの人数確保が必要で  
ある。しかしながら実際には，高価な教育器  

材や熟練したスタッフを確保して授業を行う  
ことは非常に困難であり，このことが心肺蘇  

生法教育の普及を阻害する一要因と思われる。   

回答を得た大学の92％が保健体育科に限ら  

ず，他の科目の教員養成課程においても，「心  

肺蘇生法教育の必要性がある」と回答した。  

日本体育・学校健康センターの報告3）によると，  

生徒，児童が学校で被る災害は，体育の授業  

中が最も多く，他の教科や学校行事，特別活  

動といった授業以外の範囲においても発生し  
ている。これらの報告のうち，弱水や心臓系  

疾患など，心肺蘇生法を必要とすると思われ  

る災害も含まれており，このことを考慮する  

ならば養護教諭や体育教諭のみならず，教職  

員全てが万一の事故に対応できるように知識  
と技術を熟知しておくべきである。   

Gerald2）は学校において心肺蘇生法教育が普  

及されることが最も相応しいと報告しており，  

Barickl）は，心肺蘇生法の練習は年に3回～5  

回行うことが理想であり，時間が経過するこ  

とによって手技や知識は低下すると幸臣告して  
いる。またAHAによる心肺蘇生法の指針は，  

6年毎に改訂されており，このことから中学  

生で修得した技術や知識はその後，蘇生技術  

の発展に伴い，大字入学時には新しい知識や  

技術に改められている可能性も考えられる。  

よって体育・教育系大字においては，文部省  

の学習指導要領に基づいた，中・高等学校に  

おける健康・安全教育の概念15）を継承して，大  

学数育においても，生命の尊さを学び心肺蘇  

生法の技術を習得することは，少なからず大  

切なことであり，多くの学生がこれを学ぶ機  

会を持ち，繰り返し学習できる環境を創りだ  

すことが必要であると思われる。例えば水泳，  

野外運動，学校保健，スポーツ医学（救急処  

置）などといった複数の関連授業において心  

肺蘇生法教育が行われるか，大学1年生の学  

生を対象とした一般教養における体育授業の  

中で触れ，さらに教育実習を行う学生はもう  

一度，関連授業において履修できるシステム  

が理想である。そして学生が卒業後，教員や  

社会人として，生徒や職場そして地域社会に  

おいて心肺蘇生法を伝授する機会をもつ可能  
性につながり，結果として一般市民が行う，  

第一次救命処置による蘇生率の向上につなが  

るものと思われる。   

このように体育・教育系大学において心肺  

蘇生法教育を行うことは，非常に重要な位置  

付けとして捉えられ，その果たす責任は重要  

である。よって確実に知識や技術を修得させ，  

教育することは，学生が卒業後において社会  

に東献する重要な役割のひとつとして捉える  

ぺきであろう。   

5．ま と め  

心肺蘇生法教育について，体育・教育系大  

学において実施状況を調査した結果，次のこ  

とが明かになった。  

1）心肺蘇生法教育は，回答を得た体育・教  

育系大学において，高い割合で開講されてい  

ることが示めされた。しかし，その内容や評  

価方法には大学間の差異があった。特に，講  

義のみの授業や筆記テストのみの結果による  
評価方法では，学生が充分に心肺蘇生法の理  

論と手技を理解するとは考えにくく，講義と  

練習用マネキンなどを用いた実技練習の両者  

による授業及び評価方法が有効であると示唆  

された。  

2）大学授業においては，資格発行を兼ねて  

授業の特徴を引き出す事例もあった。   

また，大学教員だけでなく，他の関係機関  
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との連携によって授業を行うなどの工夫によ  
って，授業が開講できる可能性があると示唆  

された。  

3）体育・教育系大学における心肺蘇生法教  

育は，生涯詰もが健康で安全な生活を送るこ  

とを目標に掲げた，中・高等学校の学習指導  

要領に基づいた保健体育科保健分野における  
授業を継承して行われるぺきと考えられ，国  

民としての教養や義務として身に付ける必要  
があると思われる。よって大学教育における  

心肺蘇生法教育の果たす重要性が求められる。   
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表1 アンケート用紙  

心肺＃生法に関するアンケート  

Q－1大学授業で、心肺蘇生法に関する授業を行っていますか？  
A－はい  B－いいえ（いいえ と解答された方はQ－12へ）   

Q－2「はい」と解答された方で、授業を行っている理由をお答えください。   

（  

Q－う 授業名をお答えください。複数解答可  
（  ）（  ）  

（  ）（  ）  

）（  ）  

）（  ）  

Q－4 授業で費やす時間はどのくらいですか？  
A一通年 B一半期 C－1学期 D一集中   

Q－5 授業はどのような内容を行っていますか？  
A一実技のみ B一講義のみ C一実技及び講義 D－その他（  

Q－6 学生の評価に際して試験は行っていますか？  
A－はい（a－実技テストのみ b一挙科テストのみ c一実技及び学科テスト）、B－いいえ  

Q－7 単位認定と同時に何らかの団体が関わる資格発行を行っていますか？  
A－はい（団体名  ）、B－いいえ   

Q－8 Q－7で「はい」と解答された方で、その団体を選択された理由をお答えください。   

（  

Q－9 授業を担当されている方はどなたですか？  
A一体育教員、B一医師、C一団体講師（外部依頼講師）、D－その他（  

Q－11教員養成課程（体育に限らず）において心肺蘇生法知識や技術を習得する必要があると思いますか？  
A－はい、B－いいえ、C－わからない  

Q－12心肺蘇生法の授業を行っていない理由をお答えください。  
A一指尊者がいない、B一教育器材（練習用マネキンなど）が不足している、  
C一特に必要ないと思っている、D－その他（理由   

Q－13将来的に心肺蘇生法の授業を導入しようとお考えですか？  
A－はい、B－いいえ  
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